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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面の上部に各種の備品が配置される建築物の屋内において、前記各種の備品を避けて
前記各種の備品の上方の天井部に対して行う各種の工事の作業方法であって、
　前記天井部の一部に対応するように、該天井部の一部の下方の前記床面の上部に、前記
床面上を移動可能な移動台と、該移動台の上部に立設されるとともに、上下方向に進退可
能なロッドを有するアクチュエータとを備えた複数の昇降部材を有する昇降手段を、前記
各種の備品を避けて配置するとともに、
　該昇降手段の複数の昇降部材のアクチュエータのロッドの上端部間に、該昇降手段の隣
接する昇降部材のアクチュエータのロッドの上端の凹部に両端部を嵌合させることにより
、該隣接する昇降部材のアクチュエータのロッドの上端間に着脱自在に水平に取り付けら
れる梁と、該隣接する梁の上面側の長手方向の両端部間、及び中央部間にそれぞれ着脱自
在に取り付けられる根太とからなるフレームと、該フレームの根太の上部に、該フレーム
の内側の開口を閉塞するように着脱自在に取り付けられる複数の床材とからなる作業床を
、前記各種の備品を跨いだ状態に架け渡して、該作業床を前記複数の昇降部材のアクチュ
エータのロッドの進退に追従して上下方向に昇降可能とするとともに、前記作業床の下面
に照明器具を取り付け、
　前記各種の備品の上方の前記天井部の一部に対して各種の工事を行う際には、前記昇降
手段の複数の昇降部材のアクチュエータのロッドの進退に追従して前記作業床を昇降させ
て、該作業床を前記各種の備品の上方の所定の位置に位置決めして、前記天井部の一部に
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対して各種の工事を行い、
　前記天井部の一部に対する各種の工事の休止時には、前記昇降手段の複数の昇降部材の
アクチュエータのロッドの進退に追従して前記作業床を昇降させて、該作業床を前記天井
部の下面側に密着又は近接した位置に位置決めすることを特徴とする作業方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、作業方法に関し、特に、建築物の屋内において、床面の上部に配置された机
、椅子等の備品の上方の天井部に対して行う各種の工事に有効な作業方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、オフィルビル等の既設の建築物においては、屋内の床面上に多数の机、椅子等
の備品が配置されており、これらの備品を用いて各種の業務が行われている。
【０００３】
　また、上記のような構成の建築物においては、屋内の天井部に対して各種の工事（天井
面の改修工事、天井裏の配管、配線等の改修工事、天井面の照明器具の取り替え工事など
）を行うことがあり、この場合、天井部が屋内の高所にあるため、各種の作業足場を用い
て天井部に対して各種の工事を行っている。
【０００４】
　この種の作業足場の一例が特許文献１に記載されている。この作業足場は、枠組みと、
枠組み内に水平に架け渡された作業床と、枠組みに組み込まれるとともに、枠組みの一部
を上下方向に移動させることにより、作業床を上下方向に昇降させる昇降手段とを備えて
おり、このような構成の作業足場を用いることにより、天井部に対して行う各種の工事の
作業性を高めることができ、各種の工事を効率良く行うことができる。
【特許文献１】特開平１０－１１０５２６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、上記のような構成の作業足場にあっては、屋内の天井部に対して各種の工事
を行う際に、天井部の下方の床面上に机、椅子等の備品が配置されている場合、枠組みの
構造上、それらの備品が邪魔になるため、それらの備品を他の場所に移動させた上で作業
足場を配置しなければならず、その作業に多大な労力と時間と手間がかかる。
【０００６】
　また、天井部に対して行う各種の工事の休止時においては、作業足場を他の場所に移動
させなければならないとともに、机等の備品を元の位置に戻して、通常の業務に支障のな
い状態に復帰させなければならず、その作業に多大な労力と時間と手間がかかる。
【０００７】
　本発明は、上記のような従来の問題に鑑みなされたものであって、建築物の屋内におい
て、床面の上部に配置された机、椅子等の備品の上方の天井部に対して各種の工事を行う
際に、机、椅子等の備品を移動させることなく天井部に対して各種の工事を行うことがで
き、これにより、天井部に対して行う各種の工事の作業性を高めることができ、各種の工
事の作業効率を大幅に高めることができる、作業方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記のような課題を解決するために、本発明は、以下のような手段を採用している。
　すなわち、本発明は、床面の上部に各種の備品が配置される建築物の屋内において、前
記各種の備品を避けて前記各種の備品の上方の天井部に対して行う各種の工事の作業方法
であって、前記天井部の一部に対応するように、該天井部の一部の下方の前記床面の上部
に、前記床面上を移動可能な移動台と、該移動台の上部に立設されるとともに、上下方向
に進退可能なロッドを有するアクチュエータとを備えた複数の昇降部材を有する昇降手段
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を、前記各種の備品を避けて配置するとともに、該昇降手段の複数の昇降部材のアクチュ
エータのロッドの上端部間に、該昇降手段の隣接する昇降部材のアクチュエータのロッド
の上端の凹部に両端部を嵌合させることにより、該隣接する昇降部材のアクチュエータの
ロッドの上端間に着脱自在に水平に取り付けられる梁と、該隣接する梁の上面側の長手方
向の両端部間、及び中央部間にそれぞれ着脱自在に取り付けられる根太とからなるフレー
ムと、該フレームの根太の上部に、該フレームの内側の開口を閉塞するように着脱自在に
取り付けられる複数の床材とからなる作業床を、前記各種の備品を跨いだ状態に架け渡し
て、該作業床を前記複数の昇降部材のアクチュエータのロッドの進退に追従して上下方向
に昇降可能とするとともに、前記作業床の下面に照明器具を取り付け、前記各種の備品の
上方の前記天井部の一部に対して各種の工事を行う際には、前記昇降手段の複数の昇降部
材のアクチュエータのロッドの進退に追従して前記作業床を昇降させて、該作業床を前記
各種の備品の上方の所定の位置に位置決めして、前記天井部の一部に対して各種の工事を
行い、前記天井部の一部に対する各種の工事の休止時には、前記昇降手段の複数の昇降部
材のアクチュエータのロッドの進退に追従して前記作業床を昇降させて、該作業床を前記
天井部の下面側に密着又は近接した位置に位置決めすることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の作業方法によれば、昇降手段の移動台、昇降部材、及び作業床が各種の備品（
机、椅子等）を避けて配置されるので、各種の備品を移動させることなく、各種の備品の
上方の天井部の一部に対して各種の工事を行うことができる。また、作業床は、天井部の
一部に対する各種の工事を行う際に、複数の昇降部材のアクチュエータのロッドの進退に
追従して作業床を昇降させることにより、作業床を各種の備品の上方の所定の位置に位置
決めすることができるとともに、天井部の一部に対する各種の工事の休止時には、作業床
を天井部の下面側に密着又は近接した位置に位置決めすることができるので、天井部の一
部に対して各種の工事を行う際に各種の備品が邪魔になるようなことはなく、また、休止
時に作業床が各種の備品を用いて行う通常の業務の邪魔になることもない。
　また、天井部に対する各種の工事の休止時に、作業床の下面の証明器具を、床面上に配
置されている各種の備品を利用して行う通常の業務の証明として使用することができる。
【発明の効果】
【００１７】
　以上、説明したように、本発明の作業方法によれば、床面の上部に配置された机、椅子
等の備品の上方の天井部の一部に対して各種の工事を行う際や該工事の休止時に、机、椅
子等の備品を移動させる必要がない。従って、机、椅子等の備品を移動させる作業や、机
、椅子等の備品を元の位置に戻す作業が不要になるので、天井部の一部に対して行う各種
の工事の作業性を高めることができ、各種の工事の作業効率を大幅に高めることができる
。
　また、天井部の一部に対して行う各種の工事の休止時には、作業床を机、椅子等の備品
の上方の天井部に密着又は近接させておくことができるので、作業床が机、椅子等の備品
を用いて行う通常の業務の邪魔になることはない。さらに、天井部の一部に対する工事に
よって天井部から照明器具を取り外した場合には、作業床の下面側に取り付けた照明器具
を照明として利用することができるので、通常の業務に支障をきたすようなことはない。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、図面を参照しながら本発明の実施の形態について説明する。
【００２１】
　図１～図７には、本発明による作業方法の一実施の形態が示されている。図１は作業方
法に用いる作業足場の全体を示す概略図、図２は作業足場を構成する各部材の説明図、図
３は作業足場の昇降手段の組み立て手順を示す説明図、図４は作業足場のフレームの組み
立て手順を示す説明図、図５は天井面の改修工事を示す説明図、図６は、天井裏の改修工
事を示す説明図、図７は工事の休止時の状態を示す説明図である。
　本発明の作業方法に用いられる作業足場１００は、図１に示すように、既設の建築物の
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屋内において、天井部（天井面や天井裏等）に対して各種の工事（天井面の改修工事、天
井裏の配管、配線等の改修工事、天井面の照明器具の取り替え工事等）を行う際に使用さ
れ、工事対象箇所の天井部の下方の床面１０上に配置される机、椅子等の備品１１を移動
させることなく、その天井部に対して工事を行うことができるものである。
【００２２】
　作業足場１００は、図１に示すように、工事対象箇所の天井部の下方の床面１０上に机
、椅子等の備品１１を避けて配置される昇降手段１１０と、昇降手段１１０によって昇降
可能に支持される作業床１５０とを備えており、工事対象箇所の天井部の下方の床面１０
上又はその近傍で組み立てられて使用される。
【００２３】
　昇降手段１１０は、複数の昇降部材１１０ａ（本実施の形態では４つの昇降部材１１０
ａ）と、各昇降部材１１０ａを昇降させる駆動源とを備え、各昇降部材１１０ａの上端間
に作業床１５０が水平に架け渡された状態に取り付けられている。
【００２４】
　昇降部材１１０ａは、シリンダ本体１１１と、シリンダ本体１１１から出没可能なロッ
ド１１２と、ロッド１１２の上端部に取り付けられるとともに、上面側の中央部に後述す
る梁１６１の端部を支持する凹部１１３ａを有する連結金具１１３とを備えた油圧シリン
ダであって、複数の車輪１１４ａによって支持されて床面１０上を移動可能な移動台１１
４の上部に垂直に立設され、この移動台１１４の上方でロッド１１２が上下方向に進退可
能に構成されている。
【００２５】
　駆動源は、油圧供給源、油圧供給源と昇降部材１１０ａのシリンダ本体１１１とを接続
する配管等から構成され、油圧供給源から配管を介してシリンダ本体１１１に油圧を供給
することにより、ロッド１１２が上下方向に進退し、ロッド１１２の進退に追従してロッ
ド１１２に支持される作業床１５０が上下方向に移動（昇降）する。
【００２６】
　作業床１５０は、長方形状に形成されるものであって、４つの昇降部材１１０ａのロッ
ド１１２の上端間に水平に架け渡される、複数の鋼材を長方形状に枠組みして構成したフ
レーム１６０と、フレーム１６０の上部にフレーム１６０の内側の開口を閉塞するように
取り付けられる複数の長方形板状の床材１７０とから構成され、この作業床１５０の長手
方向の両端部の両隅部がそれぞれ一対の昇降部材１１０ａによって昇降可能に支持されて
いる。
【００２７】
　フレーム１６０は、作業床１５０の長手方向の両端部の両隅部に配置される各一対の昇
降部材１１０ａ、１１０ａ間にそれぞれ着脱自在に水平に架設される梁１６１、１６１と
、両梁１６１、１６１の上面側の長手方向の両端部間、及び中央部間にそれぞれ架設され
る３つの根太１６２とから構成され、この３つの根太１６２の上部に複数の床材１７０が
取り付けられている。各根太１６２は、ねじ等の取付手段によって梁１６１の上部に着脱
可能に取り付けられ、各床材１７０は、ねじ等の取付手段によって根太１６２の上部に着
脱可能に取り付けられている。
【００２８】
　各梁１６１は、角柱状の梁本体１６１ａと、梁本体１６１ａの長手方向の両端部に一体
に設けられるとともに、下端部が梁本体１６１ａの下面よりも下方に突出する棒状の取付
部１６１ｂとから構成され、この取付部１６１ｂの下端部を昇降部材１１０ａのロッド１
１２の上端の連結金具１１３の凹部１１３ａ内に嵌合させることで、各一対の昇降部材１
１０ａ、１１０ａ間に各梁１６１が着脱自在に取り付けられる。
【００２９】
　上記のような構成の作業足場１００は、以下のような手順に従って組み立てられる。
　まず、図２に示すように、昇降部材１１０ａ、梁１６１、作業床１５０、及び根太１６
２に分解した状態で作業足場１００を工事対象箇所の近傍の床面１０上に搬入し、次に、
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図３に示すように、工事対象箇所の天井部の下方の床面１０上に配置されている机、椅子
等の備品１１を避けて、備品１１の外側の四隅に備品１１を両側から挟むように一対の昇
降部材１１０ａ、１１０ａをそれぞれ配置し、各昇降部材１１０ａのシリンダ本体１１１
を配管を介して油圧供給源に接続し、備品１１を囲むように備品１１の外側に昇降手段１
１０を構成する。
【００３０】
　次に、図４に示すように、各一対の昇降部材１１０ａのロッド１１２の上端の連結金具
１１３の凹部１１３ａ内に梁１６１の両端部の取付部１６１ｂを嵌合させ、各一対の昇降
部材１１０ａのロッド１１２の上端間に梁１６１を水平に架設するとともに、両梁１６１
、１６１の上面側の長手方向の両端部間、及び中央部間にそれぞれ根太１６２をねじ等の
取付手段によって取り付け、４つの昇降部材１１０ａのロッド１１２の上端部間で２つの
梁１６１と３つの根太１６２とからなるフレーム１６０を支持する。
【００３１】
　次に、図１に示すように、フレーム１６０の根太１６２の上部にフレーム１６０の内側
の開口を閉塞するように複数の床材１７０を配置し、各床材１７０をねじ等の取付手段に
よって根太１６２に取り付ける。このようにして、４つの昇降部材１１０ａのロッド１１
２の上端間にフレーム１６０と複数の床材１７０とからなる長方形状の作業床１５０を水
平に架設することにより、４つの昇降部材１１０ａのロッド１１２の上下方向への移動に
追従して作業床１５０を上下方向に移動（昇降）させることが可能な作業足場１００を組
み立てることができる。
【００３２】
　なお、作業足場１００を分解する場合には、上述した逆の手順を経ることにより、図２
に示すような昇降部材１１０ａ、梁１６１、根太１６２、床材１７０に分解することがで
きる。
【００３３】
　次に、上記のように構成した作業足場１００を用いて行う、天井部に対する各種の工事
（天井面の改修工事、天井裏の配管、配線等の改修工事、天井面の照明器具の取り替え工
事等）の作業方法について説明する。
【００３４】
　まず、上記したような手順に従って、工事対象箇所の天井部の下方の床面１０上に配置
されている机、椅子等の備品１１を避けて作業足場１００を組み立て、作業足場１００の
４つの昇降部材１１０ａを机、椅子等の備品１１の外側に備品１１を囲むように配置し、
４つの昇降部材１１０ａのロッド１１２の上端間に作業床１５０を水平に架設し、机、椅
子等の備品１１の上方において作業床１５０を上下方向に移動可能に構成する。
【００３５】
　この場合、各昇降部材１１０ａは、床面１０上を移動可能な移動台１１４を備えている
ので、机、椅子等の備品１１の外側の所定の位置に容易に位置決めすることができるとと
もに、作業床１５０を取り付けた後においても、作業床１５０の位置の微調整をすること
もできる。
【００３６】
　なお、作業足場１００は、机、椅子等の備品１１から離れた位置で組み立てた後に、床
面１０上を移動させて、机、椅子等の備品１１の上方に作業床１５０を配置するように、
構成してもよい。
【００３７】
　次に、作業足場１００の作業床１５０の上面側の周縁部に複数本の支柱２０１を垂直に
取り付け、隣接する支柱２０１、２０１間にロープ２０２を架け渡し、作業床１５０の上
面側に複数の支柱２０１とロープ２０２とからなる落下防止用の手すり２００を設置し、
作業者の安全を確保する。
【００３８】
　そして、４つの昇降部材１１０ａの作動によって作業床１５０を昇降させて、作業床１
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５０を上下方向の所定の位置に位置決めすることにより、この位置決めした作業床１５０
を利用して天井部に対して各種の工事を行うことができる。
【００３９】
　例えば、図５に示すように、机、椅子等の備品１１の近傍に位置決めした作業床１５０
を利用して、天井面２０の改修工事等を行うことができる。また、図６に示すように、天
井面２０の近傍に位置決めした作業床１５０を利用して、天井裏２１の配管、配線等の改
修工事を行うことができる。
【００４０】
　一方、各種の工事の休止時においては、作業床１５０の上面側から手すり２００を取り
外し、４つの昇降部材１１０ａを作動させて作業床１５０を上昇させ、作業床１５０の上
面を天井面２０に密着又は近接した位置に位置決めする。
【００４１】
　この場合、机、椅子等の備品１１の上方の天井部の天井面２０に作業床１５０を密着又
は近接させてもよいし、図７に示すように、作業足場１００を机、椅子等の備品１１から
離れた位置に移動させて、その位置の上方の天井部の天井面２０に密着又は近接させても
よい。
【００４２】
　上記のように構成した本実施の形態の作業方法にあっては、作業足場１００の昇降手段
１１０の各昇降部材１１０ａ、及び作業床１５０の両者を机、椅子等の備品１１を避けて
配置することができるので、机、椅子等の備品１１を移動させることなく、机、椅子等の
備品１１の上方の天井部に対して各種の工事を行うことができ、天井部に対する各種の工
事の作業性を高めることができ、各種の工事の作業効率を大幅に高めることができる。
【００４３】
　また、各種の工事の休止時に、作業床１５０を机、椅子等の備品１１の上方の天井部の
天井面２０に密着、又は近接した位置に位置決めすることができ、しかも作業床１５０を
昇降させる昇降部材１１０ａは机、椅子等の備品１１を避けて配置されているので、各種
の工事の休止時に、作業床１５０が邪魔になるようなことはなく、作業床１５０の下方の
床面１０上の机、椅子等の備品１１を利用して通常の業務を行うことができる。
【００４４】
　さらに、各昇降部材１１０ａは、床面１０上を移動可能な移動台１１４を備えているの
で、各昇降部材１１０ａを机、椅子等の備品１１を避けた位置に容易に位置決めすること
ができ、昇降部材１１０ａによって支持される作業床１５０を机、椅子等の備品１１の上
方の所定の位置に容易に位置決めすることができ、さらに、工事対象箇所の変更等に応じ
て、移動台１１４を介して各昇降部材１１０ａ及び作業床１５０を他の位置に容易に移動
させることができる。
【００４５】
　さらに、作業床１５０の下面側に照明器具を取り付けることにより、天井部に対する各
種の工事によって天井面２０から照明器具を取り外したような場合に、作業床１５０の下
面側の照明器具を照明として利用することができるので、作業床１５０の下方の机、椅子
等の備品１１を利用して行う通常の業務に支障をきたすようなことはない。
【００４６】
　なお、前記の説明においては、昇降手段１１０を４つの昇降部材１１０ａで構成したが
、３つ以下、又は５つ以上の昇降部材１１０ａによって昇降手段１１０を構成してもよい
。要は、作業床１５０を安定して上下方向に昇降可能に支持できる数であればよい。
【００４７】
　また、前記の説明においては、昇降部材１１０ａを油圧シリンダで構成したが、油圧シ
リンダに限らず、空圧シリンダ等の各種のアクチュエータを用いてもよい。要は、作業床
１５０を上下方向に昇降可能、かつ上下方向の所定の位置に位置決め可能なものであれば
よい。
【００４８】
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　さらに、前記の説明においては、天井部に対する各種の工事として、天井裏２１にある
配管、配線等の改修工事、天井面２０の改修工事を例に挙げて説明したが、天井部に対し
て行う他の各種の工事に本発明による作業方法及び作業足場を適用してもよいものであり
、その場合にも同様の作用効果を奏するのは勿論のことである。
【００４９】
　さらに、前記の説明においては、既設の建築物を挙げて説明したが、新設の建築物の天
井部に対する各種の工事に本発明の作業方法を適用してもよいものであり、その場合にも
同様の作用効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明による作業方法の一実施の形態を示した概略図であって、作業方法に用い
る作業足場の全体を示した概略図である。
【図２】図１の作業足場を構成する各部材を示した説明図である。
【図３】図１の作業足場の昇降手段の組み立て手順を示した説明図である。
【図４】図１の作業足場のフレームの組み立て手順を示した説明図である。
【図５】天井面の改修工事を示した説明図である。
【図６】天井裏の改修工事を示した説明図である。
【図７】工事の休止時の状態を示した説明図である。
【符号の説明】
【００５１】
　１０　床面
　１１　備品
　２０　天井面
　２１　天井裏
　１００　作業足場
　１１０　昇降手段
　１１０ａ　昇降部材
　１１１　油圧シリンダ
　１１２　ロッド
　１１４　移動台
　１５０　作業床
　１６０　フレーム
　１６１　梁
　１６２　根太
　１７０　床材
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